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社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会 

建設リサイクル推進施策検討小委員会 第１１回合同会議 

開催日時：平成２９年３月６日（月）１３：００～１５：００ 

開催場所：中央合同庁舎 2 号館 1 階共用会議室２A,２B 

 

【事務局】  定刻になりましたので、ただいまより社会資本整備審議会環境部会及び交

通政策審議会交通体系分科会環境部会の建設リサイクル推進施策検討小委員会第１１回合

同会議を開催させていただきます。  

 開会に当たり、国土交通省を代表いたしまして、総合政策局長の藤田よりご挨拶申し上

げます。 

【総合政策局長】  総合政策局長の藤田でございます。開催に当たりまして、一言ご挨

拶を申し上げます。 

 本日は嘉門委員長をはじめ委員会の皆様方、大変ご多忙の中ご参加をいただきまして、

まことにありがとうございます。また、平素から国道交通行政に関しましてさまざまなご

指導、ご鞭撻を賜りまして、重ねて御礼を申し上げます。 

 この建設リサイクルでございますけれども、平成２６年の８月に皆様からその推進のた

めの方策についてご提言をいただきました。これを踏まえまして、国土交通省としまして

は、２６年９月に「建設リサイクル推進計画２０１４」というものを策定いたしました。

その計画には国土交通省における施策の推進のための基本的な考え方あるいは目標、具体

的な取り組み等を盛り込んでおります。 

 特にその中で、例えば大きな二つのテーマについてはワーキンググループを設置して検

討を進めております。一つは、再資源化等の状況の変化を早期に確認できるようにするた

めの建設副産物の物流モニタリングでございます。もう一つは、官民一体となった建設発

生土のさらなる有効利用を図るマッチングでございます。これらはこれまで取り組みをし

ていなかった未経験の新しい取り組みでございます。 

今回の委員会は、平成２６年７月の開催から約２年半ぶりでございます。本日の委員会

では、これまでの取り組み状況についてまずご報告をさせていただきます。その上で、計

画で掲げた平成３０年度の目標達成に向けてより効果的な取り組みを進めるための皆様か

ら忌憚のないご意見、ご助言を賜りますようによろしくお願いいたします。 
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 国土交通省といたしましては、本日の審議の状況について各地方の状況に精通しており

ます建設副産物対策連絡協議会など、関係者と問題意識を共有し、順次取り組みを改善し

てまいりたいと考えております。本日はよろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございました。次に、資料の確認をさせていただきます。本日

の委員会資料はまずクリップを外していただきまして、議事次第、委員名簿、さらに配席

図、開催趣旨、運営規則、配付資料一覧、最後に資料１から資料６という形で構成されて

おります。過不足等ございましたらお教えいただけますようよろしくお願いいたします。

よろしいでしょうか。 

 なお、本委員会は両環境部会の運営規則第４条によりまして、公開とさせていただいて

おります。議事録につきましては、委員の皆様方にご確認いただいた後、本日の配付資料

とともに国土交通省のホームページにおいて公開させていただくことになっておりますの

で、あらかじめご了解をお願いいたします。 

 それでは、議事次第によりまして進行させていただきますが、今回、新たに３名の方に

委員として加わっていただきましたこと、また、本委員会の前回開催が平成２６年７月と

２年半ほど前になりますことから、今回の開催趣旨について改めて事務局よりご説明させ

ていただきます。 

【事務局】  先ほど藤田局長からもお話させていただいたことと重複しますので短く説

明させていただきます。 

 「天然資源が極めて少ない我が国が持続可能な発展を続けていくために」という書き出

しになっておりまして、一番下の下線でございますけれども「フォローアップや取組み・

施策の具体化にあたり、有識者を含め助言等を頂き、効果的な施策の実施を図るため、本

委員会を開催する」ことにしました。 

 以上です。 

【事務局】  それでは次に、本委員会の委員長並びに委員についてでございますが、両

環境部会の第２条並びに第３条に基づきまして、環境部会長よりそれぞれ指名いただくこ

とになっております。つきましては、委員名簿のとおり、委員長並びに委員の計１５名の

方につきましてご指名をいただいております。なお、本日のご出席委員は１５名中１３名

となっております。本委員会の運営規則の規定、過半数を満たしていることをご報告させ

ていただきます。なお、織委員並びに佐藤委員におかれましては、本日所用によりご欠席
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となっております。 

 それでは委員長に指名されました一般社団法人環境地盤工学研究所理事長の嘉門様より

ご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

【嘉門委員長】  委員長を仰せつかっております嘉門でございます。先ほどから何回も

話がありますように２年半ぶりにこの小委員会が開催されて、皆さん３名の委員の方は交

替で新しく入られたのですけれども、ほかの委員の方はもう久しぶりという感じで、お元

気な顔を拝見して大変喜んでおります。 

 「建設リサイクル推進計画２０１４」の実施に当たっての約束であったと思いますけれ

ども、フォローアップを年に１回ずつやったらどうかという形で来ておりました。ところ

が、新たに物流のモニタリングを厳密にやろうじゃないかということと、官民の有効利用

のマッチングを取り入れようという話をしたものですから、ワーキンググループを立ち上

げて検討するというようなことで、なかなか毎年やるというわけにはいかなくて今日に至

ったと思います。 

 しかしながら、なかなか両方とも難しゅうございまして、今日はそれだけではございま

せんが、主として今の２点の状況をご報告いただくということになっております。マッチ

ングなどはなかなか難しくて、どれぐらいの数がマッチングしたら調子よくいったのかと

いうことも含めて議論の対象になるのではないかなと思っております。 

この委員会も長く同じようなメンバー構成をもとに検討しておりますので、私も含めて

そろそろ世代交代した方がいいじゃないかということを考えております。ですから、まだ

続けていただく方はもちろんいらっしゃると思いますけれども、今日がご意見を伺う機会

が最後かもしれないということもございます。 

 次期推進計画の丁度中間年ということでございますので、これまでの取り組みの状況を

報告いただくというのが本日の中心テーマでございます。場合によっては、今のメンバー

の会合としては最後になるかも知れないということも含めて忌憚のないご意見を頂戴し

て、次の新たな推進計画への参考になるようなご提案とか、ご意見を頂戴できれば幸いと

考えている次第です。よろしくご協力のほどをお願い申し上げて、私の挨拶とさせていた

だきます。 

【事務局】  嘉門委員長、どうもありがとうございました。次に、先ほども申しました

が、今回新たに３名の方が本委員会の委員になっていただいておりますので、ご紹介させ
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ていただきます。お一方目が、一般社団法人全国建設業協会環境専門委員会副委員長の石

井様でございます。 

【石井委員】  石井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  お二方目が、一般社団法人日本建材住宅設備産業協会専務理事、奥田様で

ございます。 

【奥田委員】  奥田でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  お三方目が、公益社団法人全国産業廃棄物連合会理事、建設廃棄物部会長、

浜野様でございます。 

【浜野委員】  浜野でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  では、よろしくお願いいたします。それでは、議事に移ってまいりたいと

思います。以降の進行は嘉門委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

【嘉門委員長】  では、まず議事１でございます。「建設リサイクル推進計画２０１４」

の実施状況について、事務局よりご説明をお願いします。 

【事務局】  引き続き、私から説明させていただきます。まず、各施策における取り組

みの中で触れますけれども、今回は実際に取り組まれた方々本人の方にご説明をいただく

場面を幾つかいただこうと思っております。本日列席をいただいていることに御承知おき

くださればと思います。 

それから、欠席の佐藤委員からは意見書をいただいています。机上配付をお願いします

ということでしたので、説明は求められていません。内容を確認したところ、今後の施策

の推進に期待するということでした。 

 それでは、資料１を説明させていただきます。まず資料１ページ目です。経緯です。平

成２６年３月２７日に実態調査の公表、私たちはセンサスと言っている概ね５年に１度、

大規模な調査を行っていますが、その公表がありました。嘉門先生を委員長とする委員会

は平成２６年４月に開催させていただき、８月に提言を、９月には推進計画２０１４とし

て策定しました。 

 ２ページ目は率の推移です。 

 ３ページ目です。この推進計画ですが、赤色のところですけれども、新たに取り組むべ

き重点施策（７項目）と、引き続き取り組むべき重点施策（１０項目）ででき上がってい
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ます。例えば（１）モニタリングの強化、（２）地域固有の課題解決の促進、それから（７）

に土の有効利用について記述されております。 

 ４ページ目は対象品目ごとの目標です。 

 ５ページ目は状況です。各地方推進計画は九州地方整備局のブロックが平成２６年度、

つまり平成２７年３月に公表を策定しました。１０ブロック全ての計画が策定済みでござ

います。局長の挨拶でもありましたけれども、この推進計画の新しい取り組みには２つあ

りまして、一つはモニタリング、二つは土の官民マッチングです。この二つを検討するた

めにワーキンググループを設置しました。赤い矢印のところにあるように、平成２７年３

月、それから６月に民間団体に協力の要請を行いスタートさせました。下段の二つは広報

ですが、関係機関と協力した広報推進会議という組織をつくっておりまして、技術発表会

や技術展示会や表彰などの活動を行っています。また、大成出版の協力を得て機関紙『建

設リサイクル』を発行してもおります。 

 ６ページ目と７ページ目は１０ブロックの平成２４年と平成３０年の目標値です。 

 ８ページ目は、二つのワーキンググループの検討メンバーです。国土交通省、日本建設

業連合会、住宅産業団体連合会様などに参加していただいております。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  ありがとうございました。ただいまの説明内容につきまして何かご質

問あるいはご意見をお願いします。いつものように名札を立てていただいて、ご意見があ

る方は私にお知らせいただければと思いますがいかがでしょうか。今の説明内容は、推進

計画２０１４の状況だということでございますので、よろしゅうございますか。 

 それでは、続いて議事２に入らせていただきます。建設副産物の物流モニタリング、続

いて議事３の建設発生土の官民有効利用マッチング、この両方を事務局から説明をお願い

いたします。 

【事務局】  資料２です。モニタリングについてです。１ページ目は推進計画での位置

づけです。抜粋です。赤色は事務局で塗りました。 

 ２ページ目は実施経緯です。平成２６年度は検討ワーキングを設置し、実施要領を作成

しました。平成２７年、つまり昨年度はその要領に従って平成２６年度分のデータを収集

しました。２８年度、つまり今年度については平成２７年度分のデータを収集しました。

これまでに２度のデータ収集を行っているという状態になっております。 
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 ３ページ目です。これまで５年に１度行っていたセンサスでの調査方法を基本とします

が、本モニタリングでは少ないデータ数で手間をかけずに実施したいという思いがありま

す。ピンク色のところです。全体量を原単位法で推計するのですが、それはアンケート調

査を実施して算出する原単位と母集団を掛け合わすことで全体量を出そうとするもので

す。 

 ４ページ目です。まず、昨年度実施分とわかったことを紹介します。原単位については

全ての県で原単位を作成できることが理想なのですが、現実はデータが集まりません。そ

こで、ルールをつくっております。それは、各県で１０件以上集めたい。１０件以上のデ

ータが集まれば、それを用いてその県の原単位を作成するということですけれども、それ

が集まらなければブロックで、それでも集まらなければ全国の値を原単位としてその県の

原単位にはめ込むというルールにしました。センサスの時からこういうルールになってお

りました。 

 ５ページ目です。どうなったかというと、日本地図を見てください。非木造、木造など

の例を３つの日本地図にしました。県単位で１０件以上集まったのは右の木造５００平米

未満の東京都と千葉だけだったという状態です。千葉と東京は白です。黄色はブロックの

原単位を用いたということです。関東は、東京、千葉以外はデータが集まらなかったとい

うことになっております。右以外の二つの日本地図については真っ赤ですから、全国的に

データが集まらなかったということがわかりました。緑の枠の中の文字ですけれども、民

間工事で協力をいただけたデータは５３４件でした。そのうち１都３県が２６４件を占め

ていますから、５割を占めています。つまり、データが少なかったことと偏りが多かった

ことがわかりました。 

 見直しの方向は下段です。推計区分の簡素化とデータ収集対象の絞り込みでございます。

６ページと８ページ目を見比べてください。６ページ目はセンサス区分であり、昨年度は

同じ区分でデータ収集を実施しました。例えば、ピンク色で囲ったところですが、８０平

米未満など７区分もありました。８ページ目のように今年度は区分を簡素化して７を二つ

の区分にしてみました。それが見直しの一つ目です。 

 ９から１１ページ目です。これは見直しの二つ目です。６つの絞り込みをしてみました。

絞り込み１は品目です。他に比べてリサイクル率が進んでいない品目には手厚くデータを

取ることを考えました。つまり建設混合廃棄物、建設発生木材、建設汚泥です。絞り込み
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２は地域です。ブロックごとに推進計画をつくっていますから、せめて地方ブロックごと

には原単位をつくりたいと考えました。次にそのブロックで原単位への影響の大きい県に

絞り込みました。ブロック別の建築工事排出量の半分以上、概ね６割を占めるシェアの多

い区分を調査対象としました。絞り込み３はデータ数です。いただきたいデータ数を県当

たり１５件以上などとしました。 

 １０ページ目です。絞り込み５については既存の情報を活用しようということです。電

子マニフェストに関するサービスを行っている会社で、イーリバースドットコムさんとい

うところにお願いに上がり、協力を取り付けました。 

 １２ページ目をご覧ください。このようになりましたということです。例えば左側の新

築増改築（非木造）５００平米未満は、１１都府県についてデータをしっかり集めてくだ

さい、データ数は県ごとで１５件で構いません、依頼先は全建さんや住団連さんなどにお

願いしました。目標とする件と数字を示しました。 

 １３ページ目です。今年度のデータ数は増えました。住団連さんなどから多くのデータ

をいただきました。 

 結果は１４ページ目です。このページは非木造５００平米未満です。先ほど赤かったの

ですけれども、白や黄色が増えたのがわかると思います。 

 １５ページ目については、先ほどのそれ以外の日本地図についてです。これらについて

も黄色や白が増えて改善されたのが分かると思います。 

 １６ページ目でございます。少し違う話をします。乱暴な言い方をすると、経済活動が

増えれば発生する建設副産物が増えるだろうという考え方です。活動指標を使うというこ

とです。 

 １７ページ目をご覧ください。緑の枠の中です。建設工事受注動態統計調査、建築着工

統計調査からセンサスを行った平成２４年度と対象年度とを比較しようという考え方で

す。すると公共土木は約１４％の増加、建築工事は約４％の減少などです。 

 １８ページ目です。平成２４年度センサスの排出量に増加とか減少の先ほどの数字を反

映したものであり、計算結果がこの表になります。右下の排出量は９８％になっている数

字を少し覚えておいてください。 

 １９ページ目です。この１８ページ目なのですけれども、これはセンサスの原単位、要

するに平成２４年で行ったセンサスの原単位に平成２７年度の母集団を掛けたものと同じ
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になります。この１８ページ目の表はセンサスの原単位でつくられていますから、この表

をそれぞれの年度のデータで原単位をつくることができたものについて順次置き換えると

いう作業をして、モニタリングの結果を得ようと思っております。いかに原単位を置き換

えられるかが鍵になります。最新の原単位を当てはめることで最新動向の反映ができると

考えました。 

 ２０ページ目でございます。まず、原単位を作らずとも全て集まっている区分がありま

す。そのデータはＣＯＢＲＩＳの中にあります。ＣＯＢＲＩＳには例えば国直轄は全ての

工事が登録されています。そして直轄以外についても、２０ページ目にあるように、宮城

県や群馬県などの発注工事については全てのデータが入っています。このデータを取り込

んで１８ページ目の表をつくり直しました。 

 ２１ページがそれです。オレンジ色の網かけは１８ページ目と変更になっている部分で

す。先ほど９８と書いていたところが９３となっているのがわかります。また、直轄のと

ころの下を見ていただくと８２％となっています。これは皆さん、少しおかしいぞと思わ

れると思うのですけれども、確かにこの数字だとおかしいし、補正予算や、工事発注の通

年平準化のため国債工事、２カ年とか３カ年とか国債工事を発注するようなスタイルに変

わっておりまして、それらをもとにこれを変換し、補正をしなければでき上がらないとい

うのはわかりました。 

 ２２ページ目です。ＣＯＢＲＩＳには先ほど直轄とか宮城県さんのようではなくて、全

量ではなくても一部入力している自治体等があります。それが右下の数字で１９,６４１件

もあります。これを用いて原単位が作成できないかと試みました。 

 すると２３ページ目になります。２４年度センサスのときと比べて５割以上変動した原

単位が赤、黄色は２割です。大きく変動しているものが多いことがわかります。これにつ

いても引き続き検討が必要です。 

 ２４ページ、２５ページについては民間建築工事についてです。先ほど最初に５から１

５ページ目で説明したように、苦労して集めたデータを用いて原単位を算出した表が２５

ページ目の表になっています。これも赤とか黄色とかになっておりますけれども、大きく

変動しているのがわかりますので、これについても引き続き検討が必要です。 

 ２６ページ目につきましては、モニタリングの中に再生クラッシャランの滞留状況とい

うのもありまして、これについての結果です。首都圏は青の折れ線グラフです。２社の協
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力があり、滞留していることは確認できませんでした。赤の大阪府は継続してデータ提供

の得られた企業は５社でしたけれども、その５社についての滞留状況は５０％前後という

ことになっています。それから、緑の兵庫県は２５％程度で推移ということです。 

 ２７ページ目が今後のまとめと方向なのですけれども、一つ目のところ、先ほどの２５

ページ目の赤と黄色のように原単位の数字の変動が大きいものについて分析する必要があ

ること。センサスに比べてモニタリングの今回の取り組みはデータ数が少ないことから、

原単位の数字が落ち着かなかったのだと思いますから、データがばらつく背景について一

つ一つ見て、チェックしてまいりたいと思っております。二つ目は先ほどご紹介した直轄

工事８２％の減などについての対応です。３つ目は電子マニフェストばかりを使ったわけ

なので、そうすると電子マニフェストをやっていない中小企業の方々がうまく拾えなかっ

たのではないかなと思うのですけれども、そこについては何か少し工夫はないのかなとい

うことを考えたいと思っています。４つ目は再生クラッシャランについては今後、業団体

による調査に移行しようと考えております。 

 ２８ページ目です。このページはイメージを書いてみたものです。モニタリングの目立

つべきものは右の青色のところをイメージしています。モニタリングの意義として現状の

把握、地域課題の明確化、迅速な施策だとイメージしています。そのために簡易にデータ

を収集する、データを補正するなどの推計方法を検討するのが必要だと考えています。ま

た、このモニタリングの検討を通じまして、５年ごとに行っているセンサスの改善の要素

も出てくると私たちは思っております。 

 ２９ページ目、これは関連で実施していることの紹介でございます。建設リサイクル法

１１条についてです。１１条は公共事業に関する通知なのですが、現状は申請者から受理

者には郵送や持参をしています。これを電子的にできないかということを試行しておりま

す。 

 ３０ページ目です。緑色のところについては今年度試行させていただいた県です。来年

度は拡大して、受ける県も発注者も拡大して実施しようと考えています。 

 資料３の土のマッチングについてでございます。土のマッチングにつきましては１ペー

ジは同じく、先ほどと同じく位置づけの抜粋でございます。 

 ２ページ目を見てください。２ページ目、公共事業の土砂のマッチングについては平成

１４年から行ってきたシステムです。それに民間の方々も試行的に入れてみたらどうかと
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いうものです。 

 ３ページ目は経緯、４ページ目は内容です。 

 ５ページ目が具体的にどんなものかというと、ホームページを立ち上げるとこのような

画面が出てきます。最初にユーザー名とパスワード、なんとか建設さんのところに与えら

れたパスワードとユーザー名を入れてボタンを押すとダウンロード画面が出てきます。 

 ６ページ目を見てください。そのダウンロード画面で例えば搬入工事、要するに土が欲

しいぞという方々がエクセルシートでダーッと出てきます。例えば、１、２、３、４、５

ということで左側ですけれども、千葉市の都市局さんから土ですよと。それからこれは直

轄の千葉国土事務所、それから旭市さん。それから県の農業事務所。それから民間企業さ

ん。これは実際に入っていたデータを抜いてきました。施工場所ですよと。工期はいつで

す。土質区分ということで１種、２種、３種とかと入れてもらって土量を入れて電話番号

と部署と名前、これは違う名前を入れておりますけれども、これが出てくると。これは欲

しい方々なのですけれども、出したい方々は搬出工事のボタンを押していただいて、逆で

したね。欲しいというところにお互いに電話していただきましょうという、それだけの話

です。 

 ７ページ目、参加機関ですけれども、公共事業につきましては、ほぼ全て２１６機関に

参加していただきまして、民間については現在８９社の方が参加です。 

 ８ページ目を見てください。日建連さんと全建さんの方々にワーキンググループのメン

バーに入ってもらいまして、そのワーキングに入っている方々のところを対象に現在は試

行をやっているという状態になっています。見ていただくと、３、２７、５７、２という

ことで８９社と。２つの協会でダブりがあります。 

 ９ページ目を見てください。これは日建連さんの中を分類したグラフになっているので

すけれども、建設副産物部会１９社とそれ以外というふうに分けたのですけれども、建設

副産物分科会の方々には手厚くお話もさせていただいているので分けてみたものです。右

に行くとだんだん増えているのがわかります。途中で吹き出しをつけているのは、広報に

掲載したとか何とかというのをやっていたわけです。 

 中身を説明させていただきます。１０ページ目でございます。例えばなのですけれども、

参加企業がすごく少なかったので本年度、私たち直接５社の方々のところに出向いて意見

交換をしてみました。そうすると、ユーザーＩＤは会社で一つしか取得できないのかとい
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う話とか、試行マッチングに参加登録と手を挙げると全部の工事を入れなければならない

と勘違いしている方々、それから土質試験や運搬方法などの費用負担が不明確なので参加

したくないなあと思っていたとか、建築工事など工期の制約が難しい工事は、マッチング

することがもともと困難だということで、参加登録には慎重な方々の意見が聞こえたので

すけれども、それらについてはほぼ全て誤解だったので、マッチングのＱ＆Ａを作成し、

ホームページに載せることをしました。 

 それから、１１ページ目なのですけれども、民間の方々、ぽちっぽちっとたまに土量を

登録してくれるわけなのですけれども、土量が登録されたときにその周辺の公共工事を担

当するところに民間の方々、１件増えましたよ、愛媛県さん、みたいなかたちでメールを

流すサービスを始めました。それから１１ページ目の下、マッチングを促進する追加情報

を提供と書いてありますけれども、これは１２ページ目でございます。 

 民間の方々、土量を登録していただけるとその工事に事務局からエクセルシートで返信

して、マッチングできそうな人たちをできそうな順番で配信しています。例えば、５０キ

ロメートル以外のところについて、あなたのところの満たすところがこんな工事がありま

すよ。また、土の区分が２種とか３種とか多少ずれていても可能性があるかもしれないで

すし、工期が多少ずれていても調整できるかもしれないし、データが古いというところも

ありますので、そういうのもマッチングできそうなものから並び替えて送るようなことを

最近やっております。 

 それから、１３ページ目が実際にマッチングした結果でございます。全部で７件。 

 １４ページ目はそれを地図に落としたものです。具体的な事例が１５ページからですけ

れども、１５ページにつきましては、民間で掘削した土砂について道路の盛土にしました。

７,５００立米持っていったということです。 

 １６ページ目と１７ページ目でございますけれども、これについては下水道のための掘

削工事が公共であると。それを仮置きしてフェニックスに持っていくという計画だったの

ですけれども、１７ページ目ですね。で、その仮置きしている土をもっと近いところに民

間の地下室撤去工事の埋め戻しに使いたいというのがありましたので、それとマッチング

した例です。７,１００立米。 

 それからその次、１８ページ目、１９ページ目ですけれども、これは国が発注した浚渫

工事について民間に持って行った例。 
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 それから２０ページにつきましては、川の河床を掘削したのだと思うのですけれども、

土地区画整理事業のところに盛土として使ったと。これが２万３,０００立米ということで

す。 

 ２１ページ目は、仮に購入土とか試算したときに、どのぐらいのコスト削減効果があっ

たかというのを試算した結果です。 

 ２２ページ目が、ワーキングをやっておりますので、そのワーキングのところのコメン

トを紹介させていただきます。一つ目ですけれども、現時点では前回に取り組みが浸透し

ているわけではないので、継続してＰＲしていくことが必要である。それから、二つ目、

受注者にとってはコストメリットだけではなく、建設発生土の適正管理や環境負荷低減効

果などのメリットもありますよねという話。それから、上から４つ目ですけれども、公共

事業において施工業者からの提案によってマッチングが実現した場合は、受注者から発注

者に対してＰＲを行って、発注者がその工事に対して適切に評価できることが望ましいね

というようなことなどの意見をいただいています。 

 ２３ページ目は、日建連さんにアンケート調査をしていただいたものです。アンケート

していただいて本当にありがとうございます。白は先ほどの３０社で現在参画済み。青は

３月までに参画しますよという１１社。それから参画見合わせというのが４社です。今後

の方針にもつながるのですけれども、黄色いその他の１１社の自由記述を拝見させていた

だきました。すると、土が発生している工事がないとか、必要性を感じない。社内での対

応方針が決まっていないことを理由としています。これは浸透が進んでいないことが原因

とも考えております。今後、例えば、その他の回答にあった企業に対して、その自由記述

をコミュニケーションの足掛かりにして、お伺いに出向いて参画の勧誘をすることも考え

ています。また先ほどの灰色のところ、未回答のところがたくさんありますけれども、こ

こにも追加のアンケートなどで周知を図ってまいりたいと。丁寧に話をすれば理解してい

ただけると思っています。その理由につきましては私たちは企業さんと５社、直接会って

お話をしたのですけれども、そこにつきまして部長さんたちが本当に出てきてくれました。

その方々と話をしていると、積極的に参画したくないという意見はありませんでしたので、

説明をすれば順調に増えてくると思います。この２３ページ目は日建連さんですけれども、

全建さんにも積極的なアプローチを始めています。全建さんの会員は地域に密着した方々

ですので、そこで二つの県をピックアップして参画いただけるようにということを昨年末
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から開始しているところです。 

 資料２と資料３の説明は以上です。 

【嘉門委員長】  どうもありがとうございました。大変要領よく説明をいただいたので、

かえってフォローするのが大変だったかもしれません。建設副産物の物流モニタリングと

官民有効利用マッチング、この二つが前回の委員会でぜひ推進計画２０１４を実施するに

当たって力を入れてくださいというお願いをした結果、非常に積極的に取り組んでいただ

いたということでございます。 

 そうしたら、最初に物流モニタリングから感想とか意見などをお伺いしようかと思いま

すが、いかがでしょうか。村上委員さん、お願いします。 

【村上委員】  住宅生産団体連合会の村上でございます。よろしくお願いします。資料

２のモニタリングなのですが、私は別にイーリバースドットコムがどうだこうだというの

ではないのですが、ＪＷＮＥＴを使われないのはなぜですか。我々は全部電子マニフェス

トに入力していますので、ＪＷＮＥＴにはデータがすごくたくさんあるはずなのですよね。

イーリバースドットコムはそれの取り次ぎをやっているだけですので、一つには最後に入

っているＪＷＮＥＴデータを活用なさらない理由がわかりません。 

 それと、今後年間５０トン以上の特定の産業廃棄物を排出する事業者について電子マニ

フェストを義務化するということが出てきています。そのうち電子マニフェストを義務化

するというお話になり、全建であれ中小工務店であれ、そういったところを全て電子マニ

フェストに変わっていくのではないかと思います。５０トンといいますと数量的には坪数

でいいますと４０坪、１２０平米前後の木造の建物を解体いたしましたら、おおむね４０

トンから５０トンぐらいの廃棄物が発生します。そうなりますと将来的には、１棟解体し

たらほぼ電子マニフェストを利用しなければならないということにもなりかねませんか

ら、もう少しデータの収集先をお考えにならないと、電子マニフェストを使う価値も効果

も薄らぐのではないかなと思います。ぜひその辺もご検討をいただきたいと思います。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  ありがとうございました。事務局から何か今の件の回答はございます

か。 

【事務局】  ありがとうございます。住団連さんにも入っていただいてワーキングをさ

せていただいています。ＪＷＮＥＴさんにも行ってお話もさせていただいて、ただ技術的



 -14-

に難しいことから、まずはイーリバースさんとさせていただいたというようなことで、今

後少し考えていきたいと思っています。 

【村上委員】  電子マニフェストを使っている我々側で言わせますと、ＪＷＮＥＴのア

クセスの費用とイーリバースドットコムの費用を考えますと、極端に違うわけです。そう

なると今後、中小の方であれ大企業のものであれ、イーリバースドットコムがどうという

ことではなくて、ＪＷＮＥＴに直接アクセスをするというのが主流だと私などは考えてい

ます。住宅生産団体も全体的には JWNET に直接アクセスをすべきだと考えています。 

 国土交通省にお渡ししてあるデータについても、ＪＷＮＥＴで入力をしたものを私ども

で若干加工をしてお渡ししたわけです。ということは、ＪＷＮＥＴを基本におやりになる

ということが喫緊の課題であろうと考えます。そうしませんと、総量を把握するといって

もなかなかできないのではないかなと思います。産業廃棄物のマニフェストの半数までは

いっていませんが、半数近くが電子マニフェストになろうかときに、そのデータから読み

取れないということであれば、何のための電子マニフェストなのかまことに疑問だと思い

ます。電子マニフェストは、我々からデータを取らなくても、ご自分でＪＷＮＥＴから直

接データを入手できるわけですから、ぜひそれでおやりになるべきだなと私は思っていま

す。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  今のご指摘で５０トン以上が全部入るのはいつから。もう入っている

のですか。 

【村上委員】  いや、まだ。 

【嘉門委員長】  まだでしょう。いつから。 

【村上委員】  お答えがあると思いますが。 

【嘉門委員長】  米谷委員さん、どうぞ。 

【米谷委員】  日建連の米谷です。廃棄物処理法の見直しにもかかわっていますので、

電マニの義務化のことについてご説明させていただきますと、今、村上委員がおっしゃっ

た５０トン以上というのは特別管理産業廃棄物に関してです。特管の多量排出事業者に該

当する者に対して電マニを義務づけるということを環境省としては考えておりまして、そ

の施行が３年後ぐらいかなということで聞いております。とりあえず事実としてはそうい

うことでございます。 
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 その上で意見もよろしいでしょうか。村上委員と同じようなことではあるのですけれど

も、私ども日建連も参画という形になっていますが、なかなかデータが集まらないという

ことで申しわけなく思っております。なかなか集まらない理由として、こういった廃棄物

関係に関してはもともとかなりいろいろな行政に対しての実績報告などをしてきておりま

す。そういう中でまたさらにプラスアルファとしてという部分が、正直言って負担感があ

るというところは否めないかなと思っております。 

 そういった意味で、やや時間はかかるかと思うのですけれども、電マニの義務化という

話だけではなくて廃棄物情報の一元化ということについて日建連としても環境省に要望を

出しており、経団連からも要望が出ている状況でございまして、恐らく環境省としても多

少そういった方向を考えていってくれるのではないかなと期待をしているところでござい

ます。そうであれば、廃棄物情報一元化ということで環境省さんが取り組んでいただける

とすれば、そこに国交省さんとして必要なデータもあわせて入れ込むようなシステムとい

う形で国として全体の一元管理ということで考えていただけると、非常に双方にとってメ

リットがあるのではないかなと強く感じております。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  今のご意見は非常に重要ですが、前から言っていますけれども、しか

しなかなか実態はそうはいかないということです。しかし電子データ化したということは

今、米谷委員さんがおっしゃったようなことをやれる可能性は極めて高いシステムである

はずで、またそうすべきなので、ぜひその点は検討いただければと思います。これは検討

いただけるというような理解でよろしゅうございますかね。 

【事務局】  はい。 

【嘉門委員長】  ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。出野委員。 

【出野委員】  解体業連合会の出野と申します。物流モニタリングの件ですけれども、

先ほど米谷委員からもありましたけれども、データが非常に集まらないということなので

すけれども、これは主にどんな理由で集まらなかったのかという質問が一点です。 

 それからもう一点が、建リ法で最後に再資源化完了報告とありますけれども、あれを発

注者に報告をするというシステムになっていますけれども、前々から議論になっています。

これは行政に報告をさせるべきだと。現状そうなっていませんけれども。例えば青森県あ

たりは条例をつくりまして、４月１日から行政に報告をさせると。そのときにマニフェス
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ト伝票の写しもつけさせると。こういうことをやっておりますけれども、国でもぜひそれ

をお考えいただいて、そういうことがあれば仕事量は増えるかと思いますけれども、こう

いうデータは簡単に集まるということにもつながると思いますので、今後の話ですけれど

もぜひご検討いただいて、二つ目は意見でございます。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  どうもありがとうございました。今のよろしいですか。 

【事務局】  例えば先ほどの１４ページ目、１５ページ目みたいなことを示しながら今

回集めたことによってデータがこんなに集まっていますよということを示しながら集めて

いこうと思っております。 

 それから、先ほどのご質問と共通するのですけれども、何せデータの世界というのは相

手が見えにくいのと、いろいろあります。そういう意味で最後に建設リサイクル法の１１

条の２９ページも、ＪＷＮＥＴさんとかいろいろなシステムの話を聞いているうちに、と

りあえずまずここはできるのかなと言って、できそうなところをまずやりながら、その中

で何となく相手はこういうようなものを持っているのかなというのも何となくわかってく

るというのですかね、そういうところもあります。目指すところは正直言ってすごく高い

ところをおっしゃっているのですけれども、それに少し続いているつもりではあると思い

ます。データについては、この黄色いところ、白いところを示しながら、あまり大きくな

らないように、どこかの時点では例えば２０件だけお願いしますといった話をするのだと

思っています。 

【嘉門委員長】  ほか、いかがでしょうか。崎田委員さんどうぞ。 

【崎田委員】  ありがとうございます。今、このモニタリングをしていくためにいろい

ろデータを集めていただいてこの状況を拝見しまして、今後はこれをどううまく活用して

しっかりと再資源化が進んでいくようにするかとか、排出量が減っていくようにですとか、

いろいろこれをどう活用して効果を出していくかというところが大事なのだと思います。

それに関して質問させていただきたいのは、今、２５ページの試算４というところでこの

３年間で５０％以上の変動だったのが赤で、２０％以上減ったのが……。変動というのは

……。 

【事務局】  変動幅ですね。上と下ではなくて変動幅が大きいのが赤です。 

【崎田委員】  わかりました。そうすると、この赤と黄色を見ながらその辺の理由を、
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例えばそれぞれの地域の方に考えていただくのか何かそういう次の段階というのが必要に

なってくると思うのですが、それに関してはこのデータをどう読むのか、どういう流れに

なっているのか、その辺を教えていただければありがたいです。 

【事務局】  実を言うとデータが集まったのが、２月９日だったのです。今現在分析中

というところなのですけれども、この赤とか黄色について、例えば下にべたーっとなって

いたり、上にぱらぱらっとなっていたり、数点ぱらぱらっとなるだけでデータが上になっ

たりいろいろあるのです。それをここのぱらぱらが本当にいいのか、ぱらぱらが本当はな

くてはいけないのか、違う区分にしたほうがいいのかというのをカテゴリー分けというか

分類をしてみて、もう一回、次の年度で先ほどの区分分けとかお願いの仕方で少し変えて

いく。または、ここのところは取ってもどうせばらばらになるからだめなところは取らな

いとか、そういう意味では全部取るのではなくて発生量の多いところの原単位をつくろう

という思想は変えないながら、分けたり一緒にしたりというのを今年度と来年度で考えて

いこうかと思っています。ここは肝なので、少ない中でというところでどうしようかとい

うのは今、思っています。こういうのって極めて統計的ではないと思うのです。ですので、

来年度については、大学の先生も１名入れて、統計的でないながらも少し見てもらおうか

なと思っています。 

【嘉門委員長】  ほか、よろしいでしょうか。で、今後もイーリバースを中心に。先ほ

どＪＷＮＥＴがいいのではないかという村上委員のご意見もございましたけれども、今後

もこの資料ではイーリバースでいこうということになっているようなのですが、それは見

直す可能性はあるのでしょうか。 

【事務局】  ６個の提出方法がありますよというお願いをして、その中でＪＷＮＥＴさ

んからのデータでいただいてもいいよという項目はあるのですけれども、今回たまたま１

３ページ目を見ていただきまして、住団連さんは本当に電子マニフェストデータという紫

のところをたくさん出していただいてありがとうございます。その下の方で、ＡＳＰ事業

者からとなっていましたので、いろいろな方法はあるのですけれども、どちらも頂きたい

というところで、そちらもやります。 

 手間がかからない最小限でどうかなと思いまして、イーリバースさんであるとこんな手

順ですよというのをつくったのです。ＪＷＮＥＴさんの手順はつくっていないので、例え

ばそれもつくるなど検討してやっていきたいと思います。 
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【嘉門委員長】  まだありますか、どうぞ。 

【村上委員】  イーリバースドットコムというのは活用なさっているのが大手ゼネコン

さん中心なのです。いい悪いを言っているのではないのです。中小であれ、住宅生産団体

連合会であれ、そういったところはイーリバースドットコムではなくてＪＷＮＥＴで直接

やっております。そうなりますと、イーリバースドットコムでやる意味は我々住団連にと

ってはないのですね。 

【事務局】  なるほど。 

【村上委員】  で、優しかったとか安かったとかどれが理由かわかりませんが、おっし

ゃるとおりデータも提出していますし、何が理由だか全然わかりません。理由を本当には

っきりしていただかないとやれないですよね。ＪＷＮＥＴの出し方がどうとかって、ＪＷ

ＮＥＴに提出を求めればよろしいのではないですか。提出を求めたらＪＷＮＥＴは拒否し

ないと思いますが。何か拒否されたのですか。 

【事務局】  具体的にはそこまでは話はしておりませんけれども、検討させていただき

ます。 

【嘉門委員長】  １３ページのデータを見れば、村上委員のおっしゃったようなデータ

の取得の用途ごとに分けて取れば、もっとデータが集まりそうな気配は、私は気配としか

言えませんが、可能性があるので、そういうこともご参考にひとつやっていただければ。 

 確か物流のモニタリングをもっときっちりせよというご指摘をされたのは古市委員さん

であったと思いますけれども、それがこのように出てくるとセンサスのデータと大分違う

のだと。国のデータまで違うというのが困るのですけれども、これが今後のセンサスへ、

どのように反映されると理解したらよろしいでしょうか。センサスはセンサスで別にやら

れて、これはこれで別にやるというのは何か二度手間のような気もしますし。その辺の整

理はどのように今後お考えでしょうか。今やっていなくても今後の方針で結構です。 

【事務局】  今のイメージなのですけれども、先ほど途中でも話させていただいた活動

量指標ということですると、要するにセンサスのデータを基本としながら原単位を大きな

ところは置き換えるという作業が一番近いのかなと思っています。センサスはまた調査項

目を増やしたいとか簡素化するとか、センサスは５年に１回はきちんとやっていって、１

年１年はできるだけ労力をかけないように、たくさん排出している県のところをたくさん

データをいただいて、しっかり押さえていくというようなやり方ではないかなとは思って
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います。 

【嘉門委員長】  この今のやり方を当面やっていただいて、この次に出てくるセンサス

とまた見直していただいて、どちらがいいかということについてはぜひこれから、統合し

てデータの精緻化を進めていただけると幸いです。よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、官民マッチングについても皆さんのご意見とか感想をお聞きしたいと思います

が、この件についていかがでしょうか。米谷委員は先ほどの物流の……。 

【米谷委員】  モニタリングの方だったのですけれども、よろしいですか。 

【嘉門委員長】  はい。 

【米谷委員】  建設リサイクル推進計画２０１４の中で、このモニタリング強化をする

目的として最初に書いてあることは、建設混合廃棄物、発生木材、建設汚泥の排出状況や

直接最終処分へ搬出している要因を把握するためにということで書かれているのですね。

ただ、今の話を伺っていますとマクロのデータを簡易に推計するということが第一の目的

になっているのかなというところで、少しそこは目的がもともと考えていらっしゃったも

のから少し変わってきたと理解すればよろしいのでしょうか。 

【事務局】  目的は、目指すところは変わっていないつもりなのですけれども、まずデ

ータが集まらないというところで、先ほどご指摘にあったようなところでまずデータを集

めて全体量を出すところに今一生懸命頑張っているところで、それにこういうものを付加

して聞くなりをしていくのかなと思っているのですけれども、これってまたマニフェスト

に入っていない話なので……。まずは、今それを頑張って出している段階です。 

【嘉門委員長】  資料２の１ページ目というのがその委員会での目標なのですけれども、

できるところを始めていただいた結果の報告だというご理解をお願いいたします。 

 官民有効利用のマッチングということで、これについてお聞き及びの方もいらっしゃる

と思いますし、実際に参画されている方もいらっしゃると思いますが、特に公共はブロッ

クごとの協議会で連携を図っておられますが、民間はなかなかそうはいかないということ

で頑張っていただいて、今７件が成立しているという。 

民間の発生土があれば、どんどんそこへ使っていただくというマッチングシステムが全

国ネットで今ＪＡＣＩＣさんが頑張ってやっていただいています。これについて何かご意

見はございますか。 

【嘉門委員長】  崎田委員、よろしく。 
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【崎田委員】  本当に皆さん新しいことにチャレンジされて大変素晴らしいと思うので

すが、素朴な質問として、これから大規模事業の建設現場で土が出る事業というと、リニ

アなどの工事という印象があるのですが、例えばあそこで出てくる掘った土は全部ここの

マッチングでどこかできちんと活用するとか。例えばなのですけれども、例えばそういう

ことができれば「ああ、こういうマッチングってすばらしいな」という話になるのだと思

うのです。多くの関連業界の方がこういうマッチングのおかげで本当に役に立った、助か

ったという事例をたくさんつくっていただくのが最高なのではないかと思いまして、よろ

しくお願いします。 

【事務局】  リニアとか大きな事業は大きいので自分たちで直接あちこち当たって一生

懸命調整するので、こういう小さいもので見るよりもどんどん無差別に調べるのです。こ

ちらは主に私が思っているのは、建築工事とかこの辺の東京都内のこの辺のところでたく

さん数が増えると、隣の建築工事に行きますという小さい量のものが見えて、ネットで見

ると見えるみたいな形の使い方なのではないかなと。スペシャルで大きいのはおそらくそ

こに職員がたくさんいますので、そういう感じではないかなと思います。 

【崎田委員】  建設の規模の問題があるのだということがよくわかりました。ありがと

うございます。そういう状況から言えば、２０２０年のオリンピックに関して地形を変え

るような大規模工事というのはあまり予定されていないですけれども、これから仮設施設

建設は幾つかありますので、ぜひそういう中でここでうまくマッチングしたという事例を

つくっていただくことで発信力も出てくるのではないかと思いますので、ぜひチャレンジ

していただければありがたいと思います。 

【事務局】  わかりました。象徴的な事例ということですね。 

【崎田委員】  そうですね。 

【嘉門委員長】  東京外環のような工事は一日２万立米も出てくるので、こんなことを

やっていたらそれこそ話にならないということですよね。それで特に、このマッチングと

いうのが民民とか官民とかそこでやっていただきたいという。この絵の下の図ですよね。

これで民の場合はコントラクターというかクライアントが民間なので、ゼネコンとか工事

会社さんが中心でこのマッチングをしていただかないと物が進まないということで、これ

をうまくＪＡＣＩＣのシステムに乗っけると、生きてくるのではないかということで、頑

張っていただいていると理解をしているところであります。 
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 前回の委員会の答申の中でも民間と協力してリサイクルを積極的に推進しようという言

葉が何回も使われていたと思いますが、そのことの一つであるとご理解いただいたらと思

います。 

【米谷委員】  実状を申し上げますと、今おっしゃられたような非常に大規模な工事と

いうだけではなくて、ほかの民間工事においても、特に建築工事ですとかなり最初の段階

で土が出ますので、受注すると同時にどうするかというようなことを考え始める、場合に

よっては受注よりも前の段階からそういったことは考えているといったような状況でござ

います。 

 ただ、このシステム自体、おそらく私が提案をしたものではないかと記憶しているので

すけれども、当社においても実際に、むしろ地方においてどうしても土が手に入らないと

いうことで、ぜひこのシステムを使いたいと現場から言ってきて登録させていただいたと

いうケースがあります。残念ながら周辺に適切な現場がなかったということで、結局その

現場は山砂を入れているのですね。ですから、そういった意味では、当初の段階ですから、

なかなか登録している工事も少ないというところもあって、見つからなかったというとこ

ろかと思いますけれども、ぜひこのシステムはこのまま民間も含めた形で継続して、おそ

らく民間に関しては本当に必要とするところだけが登録をしていると思います。そういっ

たことで今後もお願いをしたいと思っております。 

 そういった中でまた一点お願いをしたいのが、１１ページのところに先ほどご紹介があ

りました近くの工事が登録をした際、公共工事の発注者に対してメールが飛ぶというお話

がございましたけれども、これは民間工事に対しても飛ばすということは無理なのでしょ

うか。もしそれができればご検討いただければというお願いでございます。 

【事務局】  民間の方々が少なかったのでそこまで発想しなかっただけで可能ですね。

ありがとうございます。 

【嘉門委員長】  これは民間業者さんが登録しておかないと、全然そこへ情報がいかな

いので。 

【米谷委員】  もちろんそうです。 

【嘉門委員長】  工事がなくても登録だけはするように各業の団体を通じて進めていた

だければいいのではないかなと思います。 

 それでは、よろしいでしょうか。少し急ぐようで恐縮でございますけれども、次の議事
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４でございますか、地域固有の課題解決の促進という議事に入りたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

【事務局】  資料４です。「地域固有の課題解決の促進」と書いてあるものです。 

 １ページと２ページ目はリサイクルの計画をつくっている自治体とか整備局を一覧表に

したわけです。 

 ３ページ目でございます。３ページ目は資料４の目次的なページになっております。地

域固有の課題解決の促進ということで、例えば建設汚泥であれば関東の取り組みとか北陸

の取り組み、北海道の取り組みと順次、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 ４ページ目が建設汚泥で、５ページ目にリサイクルフローを書いておりますけれども、

建設汚泥については、赤のところで８％ぐらいが最終処分場に行っていて、７％ぐらいは

再資源化施設後最終処分というようなことになっています。 

 ６ページ目を見てください。建設汚泥の地方別の排出量を見てみたものなのですけれど

も、赤で灰色にしたところ、関東からの搬出が実は全国の５０％を占めますということ。

それから右側の緑のところなのですけれども、建築工事で半分ぐらいが出ています。 

 それから７ページ目なのですけれども、北海道と北陸については公共事業から出ている

汚泥が多い。それから関東については緑のところで６割ぐらいは建築工事から出ています。 

 ８ページ目なのですけれども、北海道につきましては再資源化等の率が低いという状態

です。 

 そんな中で９ページ目なのですけれども、取り組みはどんなことをやっているかの一つ

なのですけれども、平成２７年３月に建設工事における建設汚泥リサイクル事例集という

のをつくりまして、これはセンサスのところで出てきたものをもとに、改めてアンケート

表を配って事例集をつくったものです。ホームページに出しております。 

 具体的なものは１０ページ目になるのですけれども、現場内利用、工事間で利用したも

のというのを２３件事例として掲載させていただいています。埋め戻し材や盛土材とかに

するとか、建設汚泥処理土ということで処理した土を２５件使ったという事例をやってい

ます。流動化処理土で埋め戻しというのですかね、何かの穴埋めをするみたいなところを

やったという事例が掲載されております。 

 １１ページ目からは、関東の汚泥の取り組みということで、関東については先ほどもお

話ししたような格好で、下のところですけれども、再生品の利用促進、それから発生抑制
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とか理解の醸成ということもこれまでやっておりました。 

 １２ページ目でございますけれども、東京都環境局モデル事業ということで、実施者は

日建連さんがやっていただいた実験です。これはどんなものかというと、赤枠で囲ったと

ころですが、建設廃棄物協同組合さんの加盟企業さんの３社のところの建設汚泥処理施設

から建設汚泥処理土を出すと。その建設汚泥処理土を使って日建連さん加盟の企業さんが

現場で使うということをやったというものです。内容につきましては右側のところ、改良

土を品質管理し、実験ということなので無償で建築現場で提供する仕組みについて、試行・

検証されています。パンフレットを使って改良土の利用促進を呼びかけ、都内１０カ所の

建築現場で４,５００立米の改良土が利用され、利用状況を品質面とか経済面から評価され

ています。 

 それから成果ですけれども、よかったという話がありまして、製品管理を徹底した改良

土は建設発生土に比べても異物が少なく品質が均一であり、締固めの性能などが高くて建

築現場での埋め戻しに十分使用できる土質性状を有していたことを確認しましたよ、とい

う声を聞きましたと。ここについては右下ですけれども、品質管理基準の策定などの検討

をして引き続きやっていきたいというようなことになっております。 

 １３ページ目は飛ばします。 

 １４ページ目なのですけれども、実際にやっている方なのですけれども、先ほどの東京

都のモデル事業に携わられました建設廃棄物協同組合の島田理事長に建設汚泥の自主基準

について説明をいただこうと思います。お願いします。 

【島田理事長】  建設廃棄物協同組合の島田でございます。よろしくお願いいたします。

１４ページ、１５ページでございます。私どもでは、建設汚泥改良土の利用促進を図るた

めには、まず建設汚泥改良土の品質を明確にすることが重要だということで、１４ページ

の中段の①のところに書いてありますように、そして、②のところに書いてありますよう

な、まず品質基準（案）というのを自主基準としてつくりました。先ほどご紹介がありま

した東京都のモデル事業においては、この品質基準（案）で対応したということでござい

ます。 

 このモデル事業を実施する中でいろいろ教訓を得まして、幾つかの点で見直しを行いま

した。それが右に書いてございます私どもの建設泥土改良土品質管理基準でございます。

大きく２つありまして、１として品質基準。２として品質管理になっております。この見
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直した点、特徴は、１５ページの①から④にございますように、実際、発注者、施工者の

方は廃棄物由来のものに対する危機感が非常に強いということから、できるだけ廃棄物と

いうイメージを和らげるために、今後は建設泥土という用語を使いたいということでござ

います。 

 二つ目には土質基準でございます。私どもの品質管理基準（案）では、東京都の土木材

料仕様書に基づいてＣＢＲ値を採用しておったのですけれども、建築工事のように広く使

われる場合については、より一般的な一軸圧縮強度が理解されやすいということからその

ように変えたこと。しかもそれを２００ＫＮ／㎡から５００ＫＮという幅を持たせたこと。

上限値を定めたということでございます。そこに書いてあるような理由で、５００ＫＮと

いう上限値は一定の意味があるのかなと思っております。 

 ３番目、４番目なのですけれども、同時に土壌汚染対策法における有害物質に対して安

全であることが必要だということですが、まず、受け入れ基準としてはその下の図にあり

ますように赤枠のところを設定しております。廃棄物の汚泥の受け入れ基準としては、グ

レーの網掛けの部分なのですけれども、改良土を土として再利用するということからする

と環境基準としての溶出基準を超えないようにするということが重要でございますので、

そのような受け入れ基準にしたということと、それからそれだけで１００％排除できるも

のではございませんので、土壌分析をできるだけきめ細かくするためにロット管理をきっ

ちりやります。サンプリングをこまめにし、それらを混合して分析をするということと、

分析結果が判明した後で出荷をするということを徹底することにしました。私どもはこれ

に基づいて、より安心できる建設汚泥改良土を提供したいと考えております。 

 以上でございます。 

【事務局】  １６ページ目なのですけれども、関東の続きでございます。発生抑制工法

集ということで日建連さんが出していただきまして、それにつきましては既製杭や鋼管杭、

場所打杭工法に８事例、ソイルセメント壁工法に９事例、地盤改良工法に６事例というよ

うに抑制工法事例集をつくっているという事例です。それから広報ということで、技術発

表会を関東がやったり、学生ワークショップをやったり、そんなことを関東はやっており

ます。 

 １７ページ目でございます。北陸の汚泥のことなのですけれども、北陸についての汚泥

の排出量を分析した中身を見てみますと、国や県や市町村の公共事業土木で５９％を占め
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ているということで、一方で土砂利用区分ということで、新材を使ったりしておりますけ

れども、建設汚泥改良土が５万立米ということで、この赤い隙間のところという状況にな

っております。建設汚泥再生品を使うことについての理解の醸成をしたり、再生利用の促

進をするというようなことを北陸はやっております。 

 具体的には１８ページ目を見ていただきまして、講習会や施設見学会をやったり、１９

ページ目の写真のところですけれども、平成１７年から平成１９年にかけて汚泥処理土の

防草効果を確認するフィールド試験を実施して、雑草の育成が弱くかつ樹木自体への影響

はなかったと確認されて、以降ＮＥＴＩＳ、新技術ですね、及び「Made in 新潟」に登録

するなどしたと。登録後は公共事業のみならず民間工事においても継続的に採用されてい

ると。下に棒グラフがあるような感じです。事例の紹介です。 

 ２０ページ目は汚泥の北海道の話です。北海道の汚泥につきましては再資源化等率が全

国に比べて８５％が６０.７％ということで低いということになっております。２１ページ

目です。個別指定制度によらない事前協議をやることによって、個別指定よりも簡単なや

り方で工事間で使っているという例です。千歳川遊水地群整備事業というところで平成２

８年度から平成２９年度にかけて７工事から発生する１万８,０００立米の建設汚泥を８

工事の埋め戻し等に再生利用するというようなことを行っている途中と。 

 ２２ページ目なのですけれども、これも途中進行形でどうなるかというところなのです

けれども、再資源化に取り組んでいる中間処理施設に多めに出したいという話なのですけ

れども、赤いところですけれども、各施設の情報をデータベース化して共有化することに

より施設を選定するための基礎資料として活用したいと。最終処分場、要するに残渣につ

いてその中身の分析をしてデータベース化してみようという取り組みです。 

 ２３ページ目が建設発生土ということで、２４、２５、２６ページ目は東北の復興の例

です。 

 ２７ページ目はリサイクルではないのですけれども、不適切な受入地への搬出の防止と

いうことで、近畿で取り組んでいる例です。近畿におきましては大阪府が土砂条例をつく

っておりますけれども、それに先立ってというかその前に豊能町で大規模な崩落があって、

府道が止まるということを契機として始まっていると。受入地の登録制度というのはでき

ないかというのと、規制部局と事業部局の連携強化というのができないかということを検

討しているという途中の話です。 
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 ２８ページ目が、これまで近畿で受入地の登録制度というのはどのようなところがあり

ましたかというと、福井、兵庫、奈良、和歌山などであったと。これにつきましては県の

発注、市町村の発注などの工事で土をどこかに置きたいというときに事前に「ここいいで

すよ」という感じで登録してそこへ持っていこうという制度なのです。全国的には２９ペ

ージ目ということで、土砂崩落のような課題が多い地域を中心にこんなこともやっていま

す。 

 ３０ページ目につきましては、福岡市さんが、建設発生土リサイクルプラントを認定し

て、そこに土を持ち込むこともやっている。これは多分ここしかないと思うのですけれど

も、そんな取り組みもやっているというところです。 

 ３１ページ目、こんなことも考えているというアイデアなのですけれども、どんどん土

が積まれるような違反事案については、複数の部局が関連する場合があること。それから、

通常時から知見の共有や違反事例の発覚における連携した速やかな対応が有効であります

から、違反事例の状況を警察機関や環境部局に早期の段階で提供することによって行政力

の総合力を発揮しましょうという話です。 

 ３２ページ目、そういう違反者に対する取り組みの事例なのですけれども、例えば岐阜

県では、庁内全域でやっているわけです。違反している方々がいて、その方々に指導して

直しなさいと何回も行くのですけれども、どうしても直してくれないというところについ

ては、まず実名は公表しないけれどもそこまで公表しましょうと。それでもそこへ行くの

であれば実名も公表しましょうということをやっているのですけれども、結構効果を上げ

ていると担当者から聞いてまいりました。 

 ３３ページ目は中国ブロックの取り組みなのですけれども、３４ページと３５ページを

見ていただきまして、中山間地におきましては建設発生土が出てもなかなか受け入れると

ころが見つからないということで、３５ページ目、公募をやってみたと。公募の事例が１

個、２個とありますけれども、事例１については「これどうですか」みたいな公募をして

みると１社あがりましたとか。事例２については、最初応募はなかったのだけれども、２

回目はできましたみたいな話がありましたので、こういうものも３４ページ目ですけれど

も、募集要項のような形でこのノウハウを入れた冊子をつくろうと。こんな覚書を交わし

たらいいのではないかといったところも作成して、ホームページで掲載しようかというよ

うな取り組みをやっています。 
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 それから建設発生木材が３６ページ目ということです。３７ページ目はリサイクルフロ

ーの状況で、３８ページ目、こんなことでいろいろなところに使われていますと。３９ペ

ージ目と４０ページ目ですけれども、４０ページ目、四国の取り組みですけれども、全国

が９４.４％なのですけれども、四国については８５.５％ということで、それは何かとい

うと最終処分場に搬出しているというものが多いというのがわかりました。それについて

理由を聞いてみると、左側の枠囲み、４０ページ目ですけれども、最終処分の主な理由と

いうことで再資源化不可の、何かというと木材が腐食していたとか根や株があったとか土

をかんでいたとか、くぎや配線被覆材が混ざっていたとかというものもあるのですけれど

も、近隣に施設がないみたいなものがあったり、あとは火事に伴う建築物の解体工事で一

部炭状になっているとか、伐採樹木の乾燥が必要であり、乾燥させるヤードがなかったり、

時間がなかったりしたというようなこともありまして、現場内利用事例集を作成しようと

いうことで、２８年度から２９年度にかけて取り組もうということで、関係者間で集まっ

ていただいて取り組んでいる事例です。 

 ４２ページ目、４３ページ目はＦＩＴの状況です。日本地図にしたりグラフにしたりと

描いております。 

 ４４ページ目については混廃についてです。４５ページにつきましては、２９％が最終

処分に行っていますよということを書いてあるのですけれども、４６ページ目を見ていた

だきまして灰色のところ、建築のところから出てくるのが大半なのですよという話。これ

の取り組みにつきましては中部と九州で取り組んでいただきました。中部の取り組みが４

８ページと４９ページ目ですけれども、中部につきましては愛知県が非常に多く出てくる

という格好もありまして、４９ページ目の右下のあたりですけれども、搬出量の多い愛知

県を中心に建設業団体と連携して、民間建設工事での建設混合廃棄物の排出を減らしてい

くための分別マニュアル（案）を現在作っている途中だという取り組みをしています。 

 ５０ページ、５１ページ、５２ページ目は九州ですけれども、これについても先ほどの

中部と同じような取り組みであるのですけれども、ここについては現場分別マニュアルは

関係者間とお話をしてでき上がって、現場分別啓発ポスターというのもつくっているとい

う取り組みをやっています。 

 それから、その他ということで５４ページ、５５ページ、５６ページです。沖縄につい

て、閉じている環境なので「ゆいくる」というリサイクル品をみんなで使いましょうと。
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特に島嶼部で小さな島になるとなかなか大変なので、鹿児島県での例ですが、５６ページ

目、天然石を掘ったら出てきたのですけれども、その天然石について処理する施設がない

ので島内でどうするかというと、花壇にしてそこで有効活用しましたということで、積極

的にやっていただいていることです。 

 資料４は以上です。 

【嘉門委員長】  ありがとうございました。ただいまの地域ブロックでそれぞれ固有の

取り組みを進めておられるというご説明がありました。これにつきましても何か質問ある

いはご意見等ございましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。大塚委員、どう

ぞ。 

【大塚委員】  素朴な質問かもしれません。申しわけありませんが、１４ページのとこ

ろの建設廃棄物協同組合による建設汚泥の自主基準について先ほどご説明いただきまし

て、とてもいいことを前向きに取り組んでおられるということで敬意を表したいと思いま

す。ただ、その上で将来的にはこれは国の基準にするということはお考えなのでしょうか。

今はまだその段階にはないというお考えなのでしょうか。その辺を教えていただければと

思います。 

【事務局】  １３ページにあるような形で、こういった製品の基準についてはＪＩＳま

たは自主基準で行っているというのが基本になっています。今後期待することとしては、

今回検討されたのは、一部の施設への基準での話だと思うので、ここは全産連さんともい

ろいろ連携が図られていると思うのですけれども、多くの施設においてそういった基準が

適用されて保証されていくというのが望ましい姿なのかなと考えてございます。 

【大塚委員】  最後は国の基準になる可能性が高いということですか。 

【事務局】  当面は様子を見ましょうという感じです。 

【大塚委員】  それはまだ一部しかやっていないので、広い範囲の適用をするのは難し

いということでよろしいですか。 

【事務局】  国の基準というとＪＩＳということになろうかと思うのですけれども、今

のところ、より皆が使うような自主基準といったところに広げていくというところを見込

んでいると聞いております。 

【大塚委員】  それは理由がわからないので教えてほしいのだけれど、理由はなかなか

ずっと難しいということですか、そうすると。ずっと難しいということですか。製品とは
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言えないということなのですか。その辺、今のご説明では理由があまりよくわからなかっ

たので、ごめんなさい。 

【嘉門委員長】  これは環境安全品質管理基準になろうかと思います。何もＪＩＳにし

なくてもいいので、こういう廃棄物のリサイクルにおいてはそういう環境安全品質管理基

準を環境省さんもいろいろ出しておられて、今、スラグについては出ています。 

 国環研さんが一生懸命やっておられるのですけれども、そういう形でこういう建設系の

廃棄物についても取り組みをぜひ、全国展開を図るようにご尽力いただけたらと思います。

これは大塚委員の何故それが広がらないのだというご指摘への解決策かと思います。 

【大塚委員】  どうも恐れ入ります。 

【嘉門委員長】  ぜひほかの地域もそれが環境基準、多分、環境省と連携してやらない

といけないと思いますけれども、うまく全国に広がれば非常に活用は進むのではないかな

と思います。よろしくお願いします。ほか、杉山委員。 

【杉山委員】  ありがとうございます。今ちょうど全国展開ができないかというお話が

出たのですけれども、それぞれの地域で大変興味深い取り組みをしていらっしゃるという

ことはご説明でよく理解できました。それぞれにやっていらっしゃることを情報交換とい

うか、せっかくどこかでやってうまくいっていることは全国に情報発信をして、またそれ

で情報交換するとか、そういうことがどのように行われているかということを教えていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  例えばなのですけれども、この１番下に、今、皆さんのところに机上配付

しております「建設リサイクル」。この中で紹介したりということをしながら。あと、整

備局単位でも情報交換をしている状態です。 

【杉山委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【嘉門委員長】  今、お手元に配付されていると思いますけれども『建設リサイクル』。

これは先端建設センターさんが中心にやっておられる３回目の特集です。これは３回で終

わりなのですか、４回やるのですよね。誰でもホームページで見られるのですか。 

【事務局】  いえ、今、見られないです。 

【嘉門委員長】  見られないでしょ。 

【事務局】  売っているものなので、書店に並んでいます。それをホームページには出

してはいけないですよね。 
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【嘉門委員長】  杉山委員さんのご指摘は、今日の資料４のような各地域でやっている

成功事例を他の地域ブロックにＰＲされて、それを全国で知識化すればそれぞれリサイク

ルが進むのではないかなというご指摘だったと思うのです。 

【事務局】  ありがとうございます。実を言うとこの資料４の説明を幾つか飛ばさせて

いただいたところがあるのですけれども、そこもホームページに載せようと思っています。

そのときにそのような工夫も見られるというのですかね、今回の機会がいい機会だと思っ

ていまして、これをホームページにやって全国を私たちも講演に行ったりしますので、そ

のときにここから抜いて講演資料に使ったり、「ここ見たら」みたいな話で使おうと思っ

ています。 

【嘉門委員長】  ホームページというのは非常に有効なのですけれども、興味がある人

しかアクセスしませんので、少なくとも全国の担当者にはホームページにこういうのがあ

って非常に有効だよということを、例えば本省から流していただくとか、そういうことを

していただくと非常に周知が進むのではないかと思います。これは私のお願いです。よろ

しいでしょうか。ほか、何かご意見はございますか。崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  ありがとうございます。この建設発生木材のことで今３８ページの表を

拝見しましたら、発生量がどう再資源化されているかという内容が書いてあるので、一言

と思いました。業界の皆さんは十分御承知でいらっしゃると思うのですけれども、ここの

ところ国際的なＮＧＯの間で、建設に使う木材の調達のところから配慮し、徹底してリユ

ースするとか、しっかりと使っていただきたいという関心が非常に高まっていまして、国

際ＮＧＯだけではなくそれに呼応して日本国内でも大変関心を持っている団体も増えてき

ましたので、ぜひこの建設発生木材に関してどう減らしていくのかというあたりからしっ

かりと視点に入れておいていただくと、非常に情報としてはありがたいという感じがして

おります。よろしくお願いします。 

【事務局】  ありがとうございます。木材については私たちはそれぞれの品目ごとで課

題は違っていると思いまして、木材についてもまた少し違っていて、例えば鉄などであれ

ば発生して出てくるのですけれども、木材というのはいろいろなところから供給されたり

という場面があったり、使いどころで発電所みたいなものもあったり、委員のご指摘の面

のそういう面もあるのかなと思います。 

 あと、民間工事から出てくるものもすごく多いので、本当に頭の中に残させていただき
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ます。 

【崎田委員】  ありがとうございます。先ほどから東京２０２０の関連の話ばかりして

いる様ですが、たまたま組織委員会の「街づくり・持続可能性委員会」や「資源管理」の

外部委員をさせていただいていて、この委員会のほかの委員の方も入っておられますが、、

本当に調達のところ、特に森林からの建設資材の調達のところに関する関心の高さ、そし

てセメント用のボードなどのリユースとか、そういうところから非常に関心が高いと感じ

ています。 

 なお、先ほど燃料利用のところが非常に増えているお話があって、それ自体はバイオマ

スをしっかり活用するというところでＣ０２フリーの話ですのでいいのですけれども、こ

このところ小規模石炭火力発電所が増えてくる中で、バイオマス混焼でＣＯ２を下げる話

があったのですけれども、直近の建設計画を見ると、実はバイオマス専焼の小規模火力発

電所の計画が今、日本全国に８つぐらい、ここ半年ぐらいで出てきているという状況です。

ですからしっかりとそこを活用するのはいいのですが、その前の発生抑制策のところから

の全体の情報というのが、バランス感が非常に大事な時代にもまたなってくると思います

ので、よろしくお願いしたいなと思います。ありがとうございます。 

【嘉門委員長】  ありがとうございました。よろしいですか。それでは、出野委員さん、

お願いいたします。 

【出野委員】  解体業連合会の出野でございます。初歩的な単純な質問で、一点だけお

願いします。建設混合廃棄物の言葉の定義の件なのですけれども、私どもでは、安定５品

目にその他の廃棄物が混じったものを建設混合廃棄物というという定義と理解しておるの

ですけれども、そういう定義で資料を収集されているのかという質問です。例えば、コン

クリートと廃プラが混じってもこれは建設混合廃棄物と言わないのか、言うのか。そのあ

たりの言葉の定義を少し確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】  その点については、少し細かいところに入ると思いますので、後ほど個別

にさせていただいても結構でしょうか。 

【村上委員】  元請側から住宅生産団体連合会でございますが、混合廃棄物という考え

方は単一のものではないものが混ざっているのは全て混合廃棄物、安定型品目であっても

混ざっていれば安定型の混合廃棄物だということです。管理型と混ざれば当然全部、管理

型混合廃棄物です。建設９団体でつくっている紙マニフェストの中にも、安定型混合とい
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うのと管理型混合という二通り枠がございまして、そこに量を書きこむというふうに、建

設９団体がつくったマニフェストではそういう理解をして、そういう記入をするというこ

とにしております。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  ということなのでしょうけれども、現状は、分別をとことんやって、

これ以上分別できない残りが混合廃棄物だと私は理解しています。現場で分別が進んでい

ないというところもまだあるとみなさないといけないのでしょうか。村上委員にお尋ねで

す。 

【村上委員】  現場で分ける分け方ですけれども、搬出先がございますよね。搬出先と

いうのは原則的には中間処分施設ですが、中間処分施設に搬出する際に分けても意味のな

い分け方というのはありますよね。分けたほうがいいに決まっているのですが、分けても

意味のない分け方というのもありますので、そこまでは言わないと。だけど、私どもの考

え方の混合というのは、できるだけ分けて、最終的に解体工事の場合は解体をして、最後

に残った土混じりの木片ですとか石こうボードですとか廃プラスチック類ですとか、そう

いったものが混ざったものが最後解体をしてすき取りまして、きれいに整地をしたすき取

ったものなどが、私どものイメージでは混合廃棄物と考えています。それ以外のものは現

場でできるだけ分けるというイメージはしておりますけれども、そんなことでいかがでし

ょうか。 

【嘉門委員長】  ほかにご意見はございませんでしょうか。ただいま各地域の取り組み

の説明がございましたが、次の話題がリサイクルへの理解と参画の促進ですので、関連し

た内容も含まれていると思います。こちらの説明をお願いできればと思います。 

【事務局】  それでは、まず５ページまでは建設副産物リサイクル広報推進会議のこれ

までの取り組みや次年度の事業計画について、当会議の事務局であります一般社団法人先

端建設技術センターの新妻様（企画部兼技術評価室 上席参事）よりご説明をいただきま

す。それでは、新妻様、よろしくお願いします。 

【新妻氏】  それでは１ページ目でございますけれども、建設副産物リサイクル広報推

進会議の組織と活動についての説明でございます。これは私どもは北海道から沖縄まで、

各地方建設副産物対策連絡協議会と、日建連をはじめとして建設事業を営むところ、それ

から建設廃棄物を処理する皆さん、全部で３３団体が集まって建設副産物リサイクル広報
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推進会議という組織を平成４年の５月に設立しておりまして、これらが一体となってリサ

イクルの普及啓発活動、情報提供、広報活動をやっております。 

 ２ページ目に行きまして、先ほども話題になりましたけれども、刊行物の発行というこ

とで『建設リサイクル』というのを年４回発行してございます。それから右側に１０月の

３Ｒ推進月間に私ども関係者が努力している状況を一般にＰＲしようということで、広報

用ポスターの作成をしています。 

 ３ページ目でございますけれども、これは設立当初は建設リサイクルシンポジウムとい

う形でやっておりましたけれども、平成１９年度からは建設リサイクルの技術発表会・技

術展示会ということで、２０１６年度は東京で、日本のリサイクル技術をどう発信してい

こうかというようなテーマでリサイクルの技術発表会を行いました。 

 ４ページ目に行きまして、新しい取り組みとしまして、大学で建築や土木を学んでいる

方々を集めまして、ワークショップという形でその内容をリサイクルの技術発表会で披露

していただきました。ワークショップをやる前に施設見学ということでシールド工事の現

場ですとか、再生骨材を製造するプラントの見学、東京都の発生土の再利用センター、こ

の辺を見学しまして、学生を３つの班に分けて、それぞれテーマを与えてアイデアを出し

てもらったということです。Ｂグループからは、少し書いてございますけれども、汚泥と

いうことについてのアイデアを出してもらったのですけれども、汚泥という名前を変更し

たら良いのではという学生さんの意見を頂いております。 

 ５ページ目でございますけれども、これは２０１７年度の広報推進会議の事業計画でま

だ予定ということでございますけれども、１番として技術発表会・技術展示会を１７年度

は北陸で「けんせつフェア北陸ｉｎ新潟」と同時開催するということで予定しております。

それから、昨年度のリサイクルの技術発表会・技術展示会のテーマでも、日本のリサイク

ル技術を世界に向けて情報発信ということの中で、建設リサイクルのホームページを海外

向けにもつくってみようという計画を考えております。それから３.で広報活動のより一層

の推進ということで、建設汚泥の再生品の再利用の拡大と。それから学生ワークショップ

から新しい知恵を出していただいた中で、建設汚泥の新たな呼称の検討の普及というよう

なことも検討していきたいと。それから建設汚泥の発生抑制・改良土の利用促進の広報資

料の作成というようなこと。それから引き続き機関紙の『建設リサイクル』も充実した内

容で皆さんにお届けしたいと考えております。 
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 それから機関紙の編集部会で情報を得た、先ほども少し話題になりました建設混合廃棄

物の処理技術としてロボット化が進んで新しい技術だということで、そこを編集会議のメ

ンバーで視察してきました。この動画を今ご披露させていただきます。 

 これは廃棄物を投入している状況でございます。これがまさしく混合廃棄物。少し土系

が多いようですけれども、これがフィーダーから選別機に流れる前の廃棄物の状況でござ

います。それでピッキング装置ということで４台、それぞれ物をつまみで選別すると。普

通はこのベルコンの両脇に人がいて選別するのですけれども、これがそれぞれロボット化

されて、ディープランニングでそれぞれ木を分別しなさいと言ったら、木だけを取り除い

て運ぶと。一つのアームで１時間に１,２００ぐらいピッキングできるというような。これ

が下から出てきたそれぞれの廃棄物の状況でございます。 

 以上でございます。 

【事務局】  ありがとうございます。資料４の６ページ目から９ページ目を見てくださ

い。建設汚泥に関するイメージについてアンケートを行いました。女性７０人、男性４４

人、１０代から２０代が６５人。先ほどの学生ワークショップの学生さんにも手伝っても

らって、友達に聞いてもらったりなどしてもらっています。その結果なのですけれども、

７ページ目「建設会社から土地の造成に建設汚泥処理土を利用したいという提案があった

場合、あなたはどう思いますか」と。「積極的に使いたくない」とか「使いたくない」と

いうことなのですけれども、当然ながら「使いたくない」という人が６２％ありました。

赤ですよということです。 

 そのアンケートの中で８ページ目ですけれども、汚泥とか泥というのはどういうイメー

ジがあるのですかというと、両方に対してそれほどいいイメージは持っていないというこ

とです。 

 ９ページ目なのですけれども、その後、建設汚泥処理土というのはどんなものですとい

うのを解説した後で、事後にまたアンケートで同じことを聞いてみると、青いところが増

えて赤いところが減ってくるということで、理解が進むというところがありました。広報

推進会議におかれましては、建設汚泥に関する呼称をつけることの検討を始めていただき

たいと考えております。過去の委員会においてもペンディングになっていたことです。リ

サイクルを促進したいと望むと、汚泥という言葉の印象の悪さが際立つのが現状だと思い

ます。法律では汚泥とあり、環境省の通達では建設汚泥という表現があります。このよう
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な単語の改名は直ちに望めないにしても、呼称をつけることはできるのではないかと考え

ています。 

 ただし、呼称を安易につけることではありません。なかなか難しい作業だと考えていま

す。私のイメージですけれども、建設汚泥とそれを材料にした盛土材などを「何とか土」

として呼称をつける。安全なものを定義して安心して使っていただけるものに呼称をつけ

ることなのだろうかなと思っています。安易というのはキャッチフレーズ的なものであり、

格好がよかったり内容物に疑義が生じて社会的に批判されるのでは逆効果と考えておりま

すので、広報推進会議が中心になって関係するプロの方々が集まっていただいて、議論を

深めていただいたらどうかというご提案をさせていただきたいと思います。 

 それから１０ページ目なのですけれども、３Ｒ表彰というものを行っておりまして、そ

の中で竹中工務店さん（東京本店 技術部 建築技術グループ長 松原様）が、３Ｒに加

えて新しい価値を加えた事例を考えて受賞されましたので、それについて短くご紹介させ

ていただければと思います。 

【松原氏】  竹中工務店の松原と申します。よろしくお願いいたします。お手元の別と

じの資料でＨのインデックスがついたところに、今画面に映していただいております詳細

の資料をとじております。これは建設産廃になっているタイルの再利用を技術開発したも

のでして「モルトール」という名前をつけております。 

背景としては、改修工事とか解体工事で剥がした産廃になるタイルというのは、再利用

される資源循環サイクルがなかったということがあります。一方で、再利用のニーズとし

ては改修工事とかで部分的にタイルを張り替えて色違いになってしまう事例もあって、こ

こにタイルを再利用して使えれば色違いが生じない、美観を損ねない改修が可能というの

が一つあります。また歴史的建造物の保存工事では、既存の古い部材そのものを使い続け

ることに価値がありますので、タイルを再利用して使い続けたいといったニーズはありま

した。ところが、剥がしたタイルには、（こちらにサンプルがあるのですけれども、）こ

の裏にモルタルが付着していまして、これをきれいに取るのがなかなか難しく、再利用の

対象になってこないのが現状でした。 

 次のページをお願いします。そこで我々は、タイルの再利用技術を開発することとしま

した。技術の着眼点は非常にシンプルでして、タイルは酸に非常に強い素材であるのに対

し、モルタルはセメント硬化体であるため酸で溶解しやすいという性質があります。その
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特徴を利用してモルタルがついたタイルを酸の溶液に浸けまして、これを２週間から４週

間浸漬することで、モルタルだけを除去してタイルを取り出すという行為をしています。 

 開発にあたって、いろいろな解体建物や改修建物からタイルのサンプルを取り寄せまし

て、いろいろな実験をしてタイルの表面の色が変わったり品質が変わったりということが

ないということも確認しております。再利用のプロセスは、活かし取りを現場で行って、

それを再生処理します。塩酸に浸けてモルタルを取って水に浸けて洗浄し、きれいなタイ

ルにして現場で張り戻すというサイクルになります。 

 次のページをお願いします。適用事例を３つほど挙げております。左が歴史的建築物の

保存ということで、これは札幌市にあります北菓楼札幌本館という建物で、もともと１９

２６年に建てられた北海道庁立図書館を店舗に改修、改築する工事でございました。大き

な写真に写っています南側の面の外壁を保存する工事で、解体する北側の面からタイルを

活かし取りしまして、それを再生処理して南側の保存面の部分的な張り替えに利用してお

ります。 

 真ん中の事例が、東京都にある非常に大きな競技場施設なのですが、床のタイルを一部

リニューアルすることになりました。店舗のまわりをリニューアルするのに伴って、既存

のタイルをはつり取ることになるのですが、そのタイルを捨てないで再生処理をして、既

存のデザインを残すエリアの劣化したタイルの張り替えですとか、新設した通路の部分の

床仕上げに再利用しております。 

 ３つ目が右側の事例ですけれども、既存の建物を建て替えるに当たって、既存のタイル

外壁に利用者の思い入れや愛着のある建物の場合に、解体する前にそのタイルを活かし取

りしておきまして、新築で建て替えた建物のエントランスですとか、一部にそのタイルを

利用するといったような活用方法を考えています。 

 今後の展開ですが、まだ量としては非常に微々たる実績しか得られていないのですが、

今後タイルの再利用ということを大規模化するための技術開発をしているとともに、こう

いった新しい廃タイルの活用方法を創出していきたいと考えております。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  もう時間が来ているのですけれども、しばらくお付き合いをお願いし

たいと思います。ただいま資料５についての説明がございました。何かこれについてお気

づきの点はございませんでしょうか。細田委員さん。 
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【細田委員】  一言なのですが、最後にご報告のあった３Ｒ、リデュース・リユース・

リサイクル推進功労者等表彰で、まず、私はここの会長をさせていただいております。そ

してなおも審査委員の一人なのですが、毎年、国土交通省は極めて優れた案件を多数お出

しいただいて、その意味で非常に会長あるいは審査員としてありがたく存じております。 

 それから特に、審査の内容は細かく申せませんけれども、この竹中さんの案件は非常に

高く評価されまして、このように特に歴史的価値のあるタイルを保存した場合には単なる

経済的価値ではなくて、環境とか文化の付加価値に非常に貢献するものであるという認識

が各委員の皆さんに共有されたということで、非常に高く評価されたということをつけ加

えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

【嘉門委員長】  ありがとうございました。浜野委員さん。 

【浜野委員】  全国産業廃棄物連合会の浜野でございます。今回初めて参加させてもら

いましたけれども、今日の先ほどの学生のアンケートで、汚泥というものを見ていたらヒ

素が含まれているとか、私自身非常にびっくりしたわけですけれども、ただ連合会でもこ

れから適正処理・処分をするという段階から、生産をしていくという流れを今つくろうと

しております。そんな中で、関西でございますけれども、阪神高速道路で約９０万立米の

土を７年かけて大阪市の港湾局のポンドを埋め立てしたと。この３月で終わりますけれど

も、このときに私も実は地元地域の調整に入りまして、そのときに建設汚泥を利用します

よと言ったときに、「建設はいいのですけれども汚泥って。」と結構ご理解を得なかった

というのがあります。実は明日、私どもの建設廃棄物部会を開催しますけれども、こちら

でも今出ているのは汚泥の名称をもうぼちぼち変えようかというイメージを持っておりま

す。 

 私も初めてだったので、ほかにいろいろとお聞きしたいことはございましたけれども、

今日はお時間の都合で、特にこれから連合会としましては作り手になっていくという流れ

を構築しますので、各団体の皆様方ぜひ協力体制をよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  今、浜野委員からご指摘がありましたのですけれども、事務局からも

建設汚泥の呼称を少し変えたらどうかというご提案をいただきました。これも以前からあ

る話で、今日の資料４に建廃協がもう既に建設汚泥を泥土というような形にしましょうと。

ただし、この建設汚泥は管轄しているのが環境省で廃棄物の名前でございますので、廃棄
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物の名前はそう簡単にはなかなか変わらないと。 

 で、もともと委員さんは御承知のように、浚渫土は建設汚泥と物性的にはほとんど変わ

らないのだけれども建設発生土であって、廃棄物ではない。浚渫土は主として公共、官側

の取り扱いなので民間がほとんど絡むことがないことから、環境省も廃棄物に入れなくて

もいいと言っているのはそのとおりだと思います。建設汚泥を有効利用するに当たって、

いろいろ手を加えた処理品の呼称中に建設汚泥という言葉が残るとなかなか使ってもらえ

ないということで、建設汚泥という呼称を考えようと。環境省の建設汚泥は仕方がないけ

れども、手を加えたものについては新しい名称を考えようということで、今日はどれがい

いという話ではなかったのですが、そういうことを取り組もうというご提案だと思います。 

 これにつきましては、何か適当な名称とか、いや、そんなのはだめよという反対意見も

含めて何かご意見がございましたら承りたいと思いますがいかがでしょうか。 

 一般論で各ステークホルダーが納得するような、そして先ほどの話にも出ましたが、大

学生もこういう一般の方が嫌悪感を持たないような呼称を考えていくという方向は非常に

いいことだと思います。今後、多くのステークホルダーとかあるいは一般の方も含めて、

何かそういう名称を募るようなこともお考えいただいたらと私などは思います。何かいい

ご意見がございましたら。大塚委員さんは今の件でしょうか。 

【大塚委員】  あまりいい提案かどうかはわからないのですけれども、その名称はぜひ

私もお考えいただければと思いますが、今、嘉門先生がおっしゃっていただいたように、

廃棄物かどうかというところが多分、多少の関係を持つので、名前を案の段階で建設汚泥

ではない、あるいは廃棄物ではないとすることを、もし、連携してリンクして考えるので

あればその点が関連してまいりますので、廃棄物からの卒業のようなところとリンクする

ことをひょっとしたら考えなくてはいけないということです。これは環境省になってしま

うのですけれども、そこまでいかなくてもとにかく名称だけを変えるということをまずな

さっていただいてももちろん構わないと思いますけれども、最終的にはそちらの問題等も

関連してくるだろうということを少し申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

【嘉門委員長】  ありがとうございました。まあ、そういうことも含めて検討いただけ

るのではないかなと思います。今ご提案いただいた建設汚泥を改良したものについての呼

称については、積極的に考え直そうということで今後検討いただくということで、ご理解
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いただいたということにさせていただきましょうか。 

 そうしましたら、もう予定の時間が過ぎていますので、ご予定のある方はやむを得ませ

んけれども、その他、ひとつよろしくお願いいたします。申しわけございません。進行が

遅れて恐縮です。 

【事務局】  資料６について各自３分ほどぐらいずつでご説明よろしいですか。 

【嘉門委員長】  はい。 

【建設業技術企画官】  建設業の関係でご報告ということです。１ページ目にあります

ように、建設業法は昭和２４年にできている法律でございますけれども、これまで解体と

いう工事もありましたけれども、建設業法では位置づけられていなかったということでご

ざいますが、今般位置づけられたということでその報告でございます。業法自体は上にあ

りますように適正な施工を確保するという観点でいろいろな制度を設けているということ

なのですけれども、その一つで業種区分というのを設けてございます。今回追加されるま

で２８業種というのが昭和４６年で４０年以上前でございますけれども、４０数年ぶりに

この中に新しく解体工事というのが一つ位置づけられたという形になってございます。 

 その業種区分ごとにそれぞれの適正な技術者を置きなさいということが決められており

まして、その観点でいうと２ページ目でございますけれども、ではその解体工事をやるに

はどういった技術、知識をもっている方が望ましいかということを学識経験者の方々にい

ろいろご議論いただいたということでございます。そういった中には当然でございますけ

れども、ここには赤字で廃棄物を例示していますけれども、建設リサイクル法であるとか

こういったことを、きちんと知識として有しているということを持っている方は認めてい

こうという話になってございます。 

 結果的には３ページ目でございます。これはほかのいろいろな業種がありますのでそれ

との並びというのも含めまして、基本的に土木施工、建築施工と書いてあるのは、これは

建設業法に位置づけます技術検定ということで、施工管理技士といわれるものでございま

す。さらに技術者とかとびの技能士ということで、ここまでが全部国家資格という形でご

ざいます。要するに、国家資格を持っている方がこういった解体工事をやるときの施工管

理等をしっかりやってもらうということで資格を与えようというところです。さらに追加

でございますけれども、青字で書いてございますけれども、登録解体工事試験合格者とい

うことでございます。 
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 これが次のページ、４ページ目でございます。もともと今日も出席いただいています全

解工連さんがやっていただいている試験でございますけれども、これも我々が認める国家

資格と同等のレベルがあるでしょうということで認定をいたしまして、今、動いていると

いうことでございます。実際、昔からこの試験はございますけれども、この業法で位置づ

けられることが決まってからかなり受験者も合格者も増えているということでございまし

て、こういった諸々の制度を通じまして、解体工事の適切な施工ということを引き続き我々

としてもやっていきたいと思ってございます。 

 私からは以上です。 

【公共事業調査室長】  続きまして、浚渫土砂等を活用した干潟の造成ということで、

リサイクル推進計画２０１４の中に港湾工事が発生する浚渫土砂の有効活用について書い

てございますので、海域環境改善の２件、紹介したいと思います。１件目は広島県の尾道

糸崎港で浚渫土砂を活用して人工の干潟を造成しているものでございます。干潟の整備に

よりましていろいろな生物ですとか水質浄化、あるいは鳥が来るといったような機能が目

指されているところでございます。 

 おめくりいただきまして、６ページ目でございます。埋立地の地先は大体、海の底から

土砂をとって埋め立て材としているところがございまして、深掘りという形で穴のように

なっているところがございます。こういうところがございますと特に夏場、プランクトン

の死骸などが底に溜まり、酸素が非常に少ない状況になってございますが、こういう場所

に浚渫土砂を投入して環境改善を図っていく取り組みでございます。これによりまして、

貧酸素の水の塊の層が薄くなるなどの効果が確認されているところでございます。 

 以上でございます。 

【事務局】  最後、その下のページですけれども、循環回収システムということで大成

さんが取り組んでいる事例を載せております。 

 説明は以上です。 

【嘉門委員長】  ただいまの説明に対して何かご質問、ご指摘いただく点はございます

か。よろしゅうございますか。 

【崎田委員】  これまで解体の業界の方が入っていなかったわけですが、本当に入って

いただいてよかったなという感じがしております。それで今回、きちんと資格制度にした

ということで解体のところからやっていただくことで建設リサイクルがきちんと定着する
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わけですので、急速に進むのではないかという期待をしており、こういう新しい制度改革

を見守っていきたいと思います。ありがとうございました。 

【嘉門委員長】  ありがとうございました。解体業を建設業法にきちんと位置づけよう

というのは、出野委員が前からおっしゃっておられたことです。正常に機能するという今

後の活動が大変だと思いますが、そういう状況だとご理解いただければと思います。 

 それでは、まだ少し言い足らない方もいらっしゃるかと思いますけれども、時間も来て

おりますので、そろそろこの委員会を閉じたいと思います。 

 全体を通じて、今日は建設リサイクル推進計画２０１４の実施状況ということでご報告

をいただき、特に提案としては建設汚泥という呼称を新たに見直そうということがござい

ました。今回の課題である物流モニタリングとか官民マッチングというのは、いろいろ難

しい中でもワーキンググループを中心にいろいろ取り組んでいただいている状況を理解で

きたのではないかなと思います。ただし、委員の方からは多様なデータベースがあるので

これを統合的に見て、データをより精緻化していただいたらどうかというご意見もござい

ましたので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 さらに、広報とかＰＲが非常に重要だということで、建設リサイクルの見える化を積極

的に進めよという、これは崎田委員が以前からおっしゃっておられることでございますが、

そういうことも含めてステークホルダーだけが建設リサイクルに取り組むのではなくて、

建設廃棄物のリサイクルが９６％も進んでいると、この実態が本当にそうかどうかという

のが、この物流のモニタリングの結果でまた新たになると思います。こういう非常に多く

の取り組みをやっているということが一般に理解いただくということが必要だし、ＩｏＴ

とかＡＩを我が業界が極めて大きなウエイトで導入してやっているのだということが、今

度のさらなるリサイクルの活性化というか、より一段上に上げる一つの肝ではないかなと、

かねてから思う次第でございます。そういう意味で、我々は廃棄物の処理ということから

循環資材を提供しているのだということで、環境創造に積極的に取り組んでいる姿を示す

という努力はぜひお願いしたいと思います。 

 今日は災害廃棄物のことは時間がなくて全然議論も何もできなかったのですけれども、

最近では災害が多いこともあるのですけれども、事前対策することによって発災時に迅速

に対応できる体制を構築するということも環境省と連携しながら国交省は取り組んでおら

れますので、そういう取り組みをまたぜひＰＲしていただいて安心感を国民の皆さんが持
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てるような、そういうリサイクルの取り組みをお願いしたいと思います。 

 大変恐縮でございます。予定時間を十数分超えてしまいました。これで本日の委員会を

終了ということにさせていただきたいと思います。ご協力いただきましてありがとうござ

いました。あとは事務局で締めていただければと思います。 

【事務局】  嘉門委員長、ありがとうございました。また皆様、活発なご審議ありがと

うございました。本審議結果につきましては、両環境部会の運営規則にのっとりまして、

社会資本整備審議会環境部会長及び交通政策審議会交通体系分科会環境部会長にご報告さ

せていただきます。最後に連絡がございます。 

【事務局】  次回の本会議につきましては、次のセンサスのデータの収集分析が終わっ

たぐらいを目がけて、また開催させていただけると思います。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、以上をもちまして本日の委員会を閉会とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


